
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
受
領

答

弁

第

三

八

八

号

内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
八
八
号

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
防
衛
省
に
お
け
る
上
官
に
よ
る
自
衛
隊
新
入
隊
員
の
給
料
の
着
服
・
横
領
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
防
衛
省
に
お
け
る
上
官
に
よ
る
自
衛
隊
新
入
隊
員
の
給
料
の
着
服
・
横
領
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
班
長
は
、
業
務
上
預
か
り
保
管
中
の
分
隊
費
、
旅
行
積
立
金
等
の
現
金
を
横
領
し
た
と
の
業
務
上
横
領
の
容
疑

で
平
成
十
二
年
五
月
二
十
四
日
に
逮
捕
さ
れ
た
黒
瀬
茂
育
海
曹
長
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
件
に
つ
い
て
定
め
た
法
令
上
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。

四
に
つ
い
て

防
衛
庁
（
当
時
）
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
班
長
を
平
成
十
二
年
七
月
十
九
日
に
懲
戒
免
職
と
し
、
同
班
長
に
対
し
て
は
、

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
退
職
手
当

は
支
給
し
な
か
っ
た
。

五
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
件
に
つ
い
て
、
一
及
び
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
業
務
上
横
領
の
事
実
以
外
は
把
握
し
て
お

一



ら
ず
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
一
般
に
犯
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
が
収

集
し
た
証
拠
に
基
づ
き
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
件
に
つ
い
て
、
一
及
び
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
業
務
上
横
領
の
事
実
以
外
は
把
握
し
て
お

ら
ず
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平
成
十
二
年
五
月
二
十
四
日
に
逮
捕
さ
れ
た
御
指
摘
の
班

長
は
、
一
及
び
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
現
金
約
二
十
五
万
円
を
自
己
の
用
途
に
費
消
す
る
目
的
で
横
領
し
た
も
の
と
把
握
し

て
い
る
。

八
に
つ
い
て

現
在
、
防
衛
省
と
し
て
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
平
成
五
年
に
海
上
自
衛
隊
、
平
成
十
六
年
に
陸
上
自
衛
隊
に
お
い
て
、

い
わ
ゆ
る
新
入
隊
員
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
保
管
し
て
い
た
上
官
が
現
金
を
引
き
出
し
横
領
し
た
事
案
が
あ
る
。

二


